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はじめに 

 社団法人 中小企業診断協会三重県支部では、平成１９年度マスターセンター補助事業「支部に

おける調査・研究事業」として、「簡易企業診断実施マニュアル」を作成しました。 

その趣旨は、『経営環境の変化に受動的な対応しかできない中小企業に、いち早く企業のおかれて

いる状況や抱えている顕在・潜在の問題点を指摘し認識してもらうことは中小企業診断士としての

職務使命であると考えられ、人間の健康診断と同様に、企業も決算書ができあがった頃に毎年、企

業診断のプロである中小企業診断士の企業診断を受診するという定例的な診断を制度として確立す

ることは意義あることだと認識されます。またこれらは、中小企業診断士本来の職務使命であると

共に、中小企業診断士の職域の拡大、中小企業診断士の中小零細企業への認知度を向上させるため

にも有意義な取り組みでもあると考えられます。』でした。（平成１９年度事業「簡易企業診断実施

マニュアル」より） 

平成１９年度の「簡易企業診断実施マニュアル」では、製造業・建設業・商業の３業種を取り上

げ、三重県支部で開発した独自の「簡易企業診断ツール」を実際の簡易企業診断に使用してみるこ

とにより、「簡易企業診断ツール」の精度を向上させ、「簡易企業診断実施マニュアル」としてまと

めました。 

今年度は、平成１９年度事業の成果を踏まえ、昨年度対象としなかった業種において、その実効

性を確かめることとし、老人介護施設・卸売業・旅館業・情報サービス業の４業種を取り上げまし

た。 

さらに今年度事業では、個々の経営機能の診断のみではなく、中小企業では独自には検討がされ

にくい「経営戦略の流れ」も意識したものにしました。 

第１章「簡易企業診断事業の目的と効果」では、簡易企業診断を実施する意義やメリットをまと

めています。第２章「簡易企業診断事業の流れ」では、実施プロセスや実施要領を示し、簡易企業

診断ツールの使い方、利用の際の留意事項をまとめています。第３章「簡易企業診断の実施事例」

では対象業種ごとに、簡易企業診断実施に当たっての留意点、簡易企業診断報告書、使用帳票を掲

載し、この手法を実際に適用する場合の参考資料となるようにしています。 

昨年度の「簡易企業診断マニュアル」及び今年度の「続－簡易企業診断マニュアル」が簡易企業

診断を定期的に実施する際の参考資料として広く活用され、中小企業診断士の実践的な診断スキル

向上と中小企業経営者への「企業診断」の認知度向上に向けた一助となれば幸いです。 

 

平成２１年１月 

社団法人 中小企業診断協会三重県支部 

支部長 大竹 美光 
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第１章 簡易企業診断事業の目的及び効果 
（平成１９年度「簡易企業診断実施マニュアル」第１章より） 

 
「企業はなぜ定期的な企業診断を受ける習慣がないのだろうか？」－三重県支部で取り組んだ調

査研究事業は、そもそもそんな素朴な疑問から始まっています。この章では簡易企業診断事業の目

的と意義を確認し、次章以降の実施マニュアルにそって簡易企業診断を実施する際の心構えとしま

す。 

 
１．中小企業の健康診断としての簡易企業診断 

（１）簡易企業診断の必要性 

成人病対策やメタボリックシンドローム対策など個人の健康診断・予防検診に対する意識は高ま

っていますが、一般的に中小零細企業の経営が自らどのような状態であるのか、外部専門家からの

定期的な企業診断を受診しているケースは少ないのが実情です。 

企業も生き物である限り一時的に病気にかかったり、それが慢性疾患となっている場合もありま

す。広く経営を全般的な視点からチェックし、経営の現状を評価し、個別課題解決にむかう方向性

を示すこと。そして経営に巣くう問題点の早期発見、早期治療に結びつく気づきをあたえること。

これは中小企業の身近なホームドクター的な存在であるべき中小企業診断士の第一義的な使命だと

考えられます。 

何事も早期発見、早期治療が有効だとわかっていても、チェックする機会やきっかけがないため

に、対処が遅れ手遅れになっていくケースが多くあります。資金繰りがいっぱいの段階では打つ手

が限られてきますし、どうしてもう少し早い段階で相談や対処ができなかったのかと後悔する企業

が多く見られます。 

それらの要因としては、中小零細企業にはかかりつけの医者的な相談者が少ないですし、中小企

業支援の公的相談所があったとしても敷居が高く、気軽に検診を受ける感覚で企業診断を受診でき

る機会が限られていることにあるように考えます。健康診断を受ける感覚で、定期的に、しかも比

較的安価に第三者からの経営状態のチェックをうける制度が中小零細企業には必要だと考えられま

す。 

 

（２）簡易企業診断事業の概要 

今回の調査研究事業はこのような視点から、企業が健康診断をうけるように気軽に受診でき、あ

くまで企業側に第三者チェック機関として、総合的な企業評価をおこない改善への気づきをあたえ

られるような簡易企業診断を仕組みとして確立することそして中小零細企業に当たり前に健康診断

を受診するような感覚で受診してもらえる定期的な制度として定着させることを目指して、調査研
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究として取り組んでいます。 

今回想定した簡易企業診断の規模や実施概要は下記の５項にまとめられ、中小零細企業向けとな

っています。 

① 実施の事業としては、あくまで簡易の「総合診断」として位置づけ、総日数は「４日程度」

とし、企業側に大きな受診の負担をかけることなく取り組んでいる内容とすること。従って

企業ヒアリング１日、企業への報告会を１日程度と想定すること。 

② 人間の健康診断をイメージして、勧告でなんらかの「判定（良好・要検査など）」を示し状況

をはっきりと結論づけること。さらに、強い点・弱い点を明確に認識してもらうために、レ

ーダーチャート等を用いて視覚的に表現し、総合コメントをつけること。 

③ 診断の範囲はあくまで総合診断とし、個別分野での詳細な企業診断には踏み込まない。個別

分野については事後に企業側から本格診断を依頼された場合に別途実施すること。 

④ 簡易企業診断の勧告範囲は、企業がかかえる課題の整理と改善の方向性を示すこととし、企

業側に改善点について気づきを持ってもらうことを目的とすること。 

⑤ 今回想定の対象企業規模は中小零細企業向けとする。なお中規模中堅企業向けについては今

回の成果物をもとに拡張することで、今後の検討課題とする。 

第２章に今回の詳細な実施要領とプロセスをまとめていますので確認してください。 

 

２．簡易企業診断事業の目指すべき効果 

（１）企業側のメリット 

簡易企業診断を実施することによる中小零細企業の受診メリットは、図１－１にまとめられます。

これは今回の成果目的でもあります。 

① 第三者チェック機能の提供 

経営者は概ね自己の企業の弱点や欠点

については把握していると考えられます。

経営者に自社の強み・弱みを語ってもらう

と、比較的マトを得た回答が帰ってくる場

合が多いですが、ただしそれはあくまで自

己チェックでありますので、自己の事業へ

の思い入れが強く、既成概念や思いこみに

より、考え漏れをしている場合が多くあり

ます。冷静な第三者として経営状況をチェ

ックして評価をもらうことは、企業経営に

とってプラスとなります。また、決算資料が整った時期など、毎年定期的に受診することで経年
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変化をとらえることができ、経営上大きな問題となる可能性のある予兆を早期に摘み取ることが

できるようになります。 

② 客観的な自己レベルの把握 

かつて経営の神様といわれた松下幸之助さんは著書のなかで客観的に経営のレベルを把握し

ておく必要性にふれて、「碁や将棋には、初段であるとか二段であるとかのいわゆる段位制があ

りますが、経営者についても誰それさんは三段の経営者だ、だれそれさんは五段の経営者だとい

うことを的確に言ってくれる人がありますと非常に面白いと思います。」（『経営のコツここなり

と気づいた価値は百万両』ＰＨＰ文庫）と述べられています。経営者に会社の経営力がどのくら

いであるか、評価し提供することは客観的なレベル把握の提供となります。 

③ ホームドクターとの出会いの場 

中小企業の経営者にとっても、ちょっとした経営上の悩み事などの相談ができる「よろず経営

相談者」を持つことは有益だと考えられます。しかし、なかなか経営上のホームドクターと出会

うきっかけが少ないのが実情です。簡易企業診断を受けることで、企業の状況を理解してもらえ

る第三者ができることとなり、経営のホームドクターとの出会いの場を提供できることになりま

す。 

 

（２）中小企業診断士の職責 

上記のような企業側のメリットを考えますと、簡易企業診断事業を実施することは、企業診断の

プロとして中小企業の身近なホームドクター的な存在であるべき、中小企業診断士の第一義的な使

命なのではないかと思われます。簡易企業診断を実施することによる中小企業診断士側のメリット

は、下記となります。 

① 中小企業診断士の職務使命 

経営環境の変化に受動的な対応しかできない企業に、いち早く企業のおかれている状況や抱え

ている顕在・潜在の問題点を指摘し認識してもらうことは中小企業診断士としての一番の職務使

命であります。 

② 中小企業診断士の職域拡大 

人間の健康診断と同様に、企業も決算書ができあがったら毎年、企業診断のプロである中小企

業診断士の企業診断を受診するという定例的な制度として確立することは、中小企業診断士の職

域の拡大とともに、中小企業診断士の中小零細企業への認知度を向上させるための有意義な取り

組みでもあると考えられます。 

③ 中小企業診断士の資格要件への対応 

さらに、中小企業診断士の資格更新要件の変更に伴い、実務ポイントを取得するためには診断

士各自が直接中小企業へ実践的な診断実務を行う必要があります。支部事業においても、窓口相
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談事業やプロコン育成塾など実務ポイント取得支援を目的とした事業が順次実施されています

が、簡易企業診断事業は有効的な実務ポイントの獲得機会としても活用が期待できます。 

 

本年度の事業では、老人介護施設・卸売業・旅館業・情報サービス業の４分野・４社に対して

簡易企業診断を実施することにより、今後にむけた簡易企業診断ツールの統一、実施マニュアル

や実施要項、問題点、整備事項などを研究しています。第３章に実際の適用事例を含めて、簡易

企業診断時に活用できるツールとして実施要領をまとめ、取り組む際の実施マニュアルとして活

用できるようにしています。 
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第２章 簡易企業診断事業の流れ 
（本章は、１９年度「簡易企業診断実施マニュアル」の 第２章－１「簡易診断実施プロセス」を 

加筆・修正しています。） 

 

この章では、簡易企業診断事業の実施要領と診断プロセス、報告書作成への手順をまとめ、簡易

企業診断ツールの利用方法、実施における留意点、診断視点などを提供します。 

 

１．簡易企業診断実施プロセス 

簡易企業診断は図２－１に示

したように第１日目～第４日目

にわたるプロセスにそって順に

実施していきます。（図２－１参

照）詳細の内容については、次章

からの老人介護施設・卸売業・旅

館業・情報サービス業の業種別簡

易診断ツールと実施における留

意点を参照してください。 

 なお、下記記載は１人で診断を

担当する場合を想定した記述と

なっていますが、グループで診断

を担当する場合は、診断リーダー

をはじめ担当分野の役割分担を

行い、ヒアリング後も重要課題の

抽出、改善の方向性などグループ

としての見解を統一させておく

必要があります。 

今回の簡易企業診断の標準工

数は４日と設定していますが、あ

くまで標準的な作業内容と時間

の目処を示しており、診断担当者

の熟練ぐあいや、受診側企業の規

模・課題の大きさによっては必要

とされる実際の時間は変わって
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くると思われます。 

また、簡易企業診断の４日間、訪問日（第２日目）から報告会（第４日目）まで２週間くらいで

完了することを目処に日程を想定していますが、実際に簡易企業診断を実施する際は、企業側のス

ケジュールや料金負担の可能範囲などを考慮して柔軟に日程対応を行っていく必要があります。 

 

（１）診断受付 

① 事前資料の提出依頼・受領 

簡易企業診断の申し込みを受けたら、図２－２に示した資料を事前に企業側から提出してもら

います。あくまで企業側の受診手間を最小限にしながら、簡易企業診断を実施する事前準備が可

能な範囲にとどめてあります。決算資料、パンフレット等以外に企業側に記載をお願いするのは

「診断ニーズ」として、現在の最大の関心事、今回の診断に対する期待・要望の記入を事前にお

願いし、受診企業側のニーズを把握します。使用する様式は、企業プロフィール（様式：診断－

１）、診断ニーズ確認表（様式：資料－３）となります。 

 

（２）訪問前＝第１日目 

① 事前資料の整理 

受け取った資料を整備して、訪問前の準備作業と

して企業の状況把握を行います。会社概要、会社案

内やパンフレットから企業プロフィール（様式：診

断－１）を作成、事前の診断ニーズをふまえて経営

者の思い（様式：診断－２）を作成します。 

また、想定される業界特性は、外部環境分析表（

様式：診断－３）へわかる範囲で記入していきます。

訪問前ですので、一般的な業界動向を知り得る範囲

で想定して記入しておきます。決算報告書（直近３

期分）から、財務分析を実施し、内部環境分析表（

様式：診断－４）の財務分析欄・財務分析レーダー

チャート（様式：診断－５）を作成します。財務構

造や資金繰りなどの面から収益性・安全性・健全性などの視点で企業を分析しておきます。 

なお、財務分析時に使用する分析ツールについては自身で保有のツールを自由に活用しても結

構です。 

② 経営課題の仮説立案 

事前資料の分析から、受診企業のかかえる経営課題について仮説を立てます。訪問前の事前の
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仮説ですが、外部環境分析チェックシート、内部環境分析チェックシートのどのあたりに問題が

あり、どこを重点的にヒアリングすべきか、時間配分や診断プランを立案しておきます。また、

問題点の原因や改善の方向性についても、訪問前に仮説を立てておくことが望まれます。ただし、

あくまで現場や経営者のヒアリングを実施していない診断側のかってな仮説ですので、訪問時に

はそれらを検証し、柔軟に変更していく必要があります。 

以上で訪問前に実施しておく準備が完了します。 

なお、診断の内容が偏らないように、外部環境分析表（チェックシート）は「マイケル・ポー

ターの５つの競争要因（競争企業、新規参入・法規制、代替品・技術革新、顧客、仕入先）」＋

チャネルをカテゴリーとしました。また、内部環境分析表（チェックシート）は、「バランス・

スコアカードの４つの視点（学習と成長の視点、業務プロセスの視点、顧客の視点、財務の視点）」

＋経営者をカテゴリーとしました。 

 

（３）訪問日＝第２日目 

① 社長ヒアリング 

事前に提出してもらった資料に基づき、会社の沿革や全般的な経営状況などの質問事項からヒ

アリングを始めます。いきなり経営課題などの核心に入ってもいいのですが、会社の沿革や全般

的状況などから話を切り出す方が、経営者も話しやすく話題に乗ってきてもらいやすくなります。

また、いきなり経営課題の質問に入ると一分野の問題点で時間を消費してしまう可能性がありま

す。 

次に、外部環境分析チェックシート（様式：資料－６）により質問を行い、企業を取り巻く業

界の動向を把握していきます。事前の仮説を検証しながら、外部環境分析チェックシートと事前

に確認をした外部環境分析表（様式：診断－３）にそのヒアリング内容をメモします。 

内部環境についても内部環境分析チェックシート（様式：資料－７）により質問を行い、企業

内部の問題点の把握をしていきます。外部環境の場合と同様に、事前の仮説を検証しながら、内

部環境分析チェックシートにそのヒアリング内容をメモします。チェックシートに記載された診

断視点とチェックポイントは、診断の際の参考視点としてあくまで一般的な診断視点をまとめた

ものですので、企業の状況によって適時取捨選択をして利用していきます。 

これらの事項は、後で整理するＳＷＯＴ分析表（診断－７（１））、ＳＷＯＴクロス分析表（診

断－７（２））を構成する重要な項目になります。 

② 部長・幹部ヒアリング（必要があれば） 

必要があれば、担当部長や担当者、他の経営幹部からのヒアリングを実施します。特に分野別

に重点課題があり、担当分野からの直接の意見聴取が必要だと判断した場合に実施します。社長

の持つ感覚と現場サイドで感じている感覚とは違う場合がありますので、時間があり、企業側の
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了解が取れれば実施する方がよいと思われます。 

ヒアリング内容は、外部環境分析チェックシート（様式：資料－６）、内部環境分析チェック

シート（様式：資料－７）のなかの特定分野など、範囲を絞ったヒアリングを実施していきます。

社長ヒアリングの時と同様に、事前の仮説を検証しながら、受診企業の経営課題を明確化させて

いきます。 

③ 現場実査 

ヒアリングだけでは現場の状況を正確に把握しきれません。やはり自分の目で現場を見て感じ、

ヒアリング内容の正確さを確認する必要があります。主として内部環境分析チェックシート（様

式：資料－７）のなかで、現場に絡む部分について注意深く現場状況をチェックしていきます。

現場にはさまざまな問題点を示す状況が隠されていますので、経営課題の仮説検証を実施する有

効な情報源となるため、必ず実施することが必要です。「現場百回」は中小診断士の鉄則で、あ

くまで実証主義を貫くことが必要です。 

 

以上で訪問日に実施するチェックを終えます。この日は診断日ですので、即興的に感じる診断

結果の概要を述べるにとどめ、詳細の結果は後日診断報告書にまとめて企業側に報告します。 

 

（４）報告書作成日＝第３日目 

① ヒアリング資料のまとめ 

メモレベルのヒアリング結果を整理し、外部環境分析チェックシート（様式：資料－６）、外

部環境分析表（様式：診断－３）、内部環境分析チェックシート（様式：資料－７）の記載内容

を整理しなおします。ヒアリング時に聞き漏らし事項などがあれば、電話等で企業側に問い合わ

せをして精度をあげます。まとめながら当初の仮説を検証しながら重要な問題点を絞っていきま

す。 

② レーダーチャートの作成 

外部環境チェックシート（様式:資料－６）、内部環境分析チェックシート（様式：資料－７）

のチェック内容・評価点数を再検証します。判断根拠を明確にしながら、点数をつけた理由を確

認します。それらの点数を内部環境レーダーチャート（様式：診断－６）にプロットして視覚化

します。企業の強い点・弱い点が視覚的に表現できているか検証しながら作成します。 

③ ＳＷＯＴ分析表の作成 

外部環境チェックシート（様式：資料－６）、内部環境チェックシート（様式：資料－７）、内

部環境レーダーチャート（様式：診断－６）、ヒアリング資料のまとめから、ＳＷＯＴ分析を行

うことにより、企業の持つ強み・弱み・機会・脅威を洗い出し、ＳＷＯＴ分析表（様式：診断－

７（１））を完成させます。 
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④ ＳＷＯＴのクロス分析表の作成 

③で作成したＳＷＯＴ分析表（様式：診断－７（１））の内容をクロスさせた「ＳＷＯＴクロス

分析表」（様式：診断－７（２））を作成し、企業の持つ強みを機会や脅威に対してどう積極的に

生かしてゆくのか、逆に、弱みを機会や脅威に対してどのように防衛してゆくのか等の可能性を

探るとともに、「社長の想い」も念頭に置きながら、企業が抱える経営課題を明確化して、改善

の方向性を検討していきます。その際には、ヒアリングや現場実査でとらえた企業の実情をも勘

案しながら実行可能な提案となるよう配慮し、重要経営課題をまとめていきます。 

⑤ 重要課題と改善の方向性のまとめ 

見いだされた課題と改善への方向性を提言として簡易企業診断結果のまとめ（様式：診断－８

）を埋めることでまとめます。重要課題は企業にとっての緊急度や重要性を考え順序づけをし、

記載します。改善の方向性は取り組みやすさ、重要性、スケジュール等を考え順序をつけます。 

記載された課題と改善の方向性が企業側の経営状況の真の原因であるか、また真の解決策とな

りえるのか、さまざまな角度から検討をして精度を上げていきます。直感的に把握される場合も

ありますが、ＳＷＯＴクロス分析表や可能な限り多方面からの検討を加えておくことが大切で、

企業側へ提案をする際に提言内容の説得力や実行力の助けとなります。 

⑥ 企業の判定・助言事項のまとめ 

簡易企業診断事業として総合的な判定結果を、状況判定表（様式：資料－９）の判定基準を参

考にランク付けを行います。ランクをつけられた判定結果は企業側も興味が高く、なぜそのラン

クに該当するのか、判断基準の理由を明確にしておき、質問に答えられるようにしておくことが

必要です。 

助言事項については、改善の方向性の補足説明や付加しておくべき追記事項など必要に応じて

記入します。改善の方向性が明確に示され、どこから改善の手をつけていったらよいかが明らか

になっていることが望まれます。 

⑦ 報告会の準備 

企業側に提出する簡易

企業診断報告書の記載内

容を確認し、報告会当日の

プレゼンテーションの段

取り準備を行います。報告

すべき内容をストーリー

化し、必要であればプレゼ

ンテーションソフトを活

用した資料を作成してお
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くなど、企業側に分かりやすく報告できる準備を行います。 

説明は簡潔で論点を明確にし、適時企業側からの質問を受けるなど、一方的な報告会とならな

いように配慮します。 

 

以上で企業側へ提出する簡易企業診断報告書が完成します。提出書類は図２－３のものとなり

ますが、必要であれば適時追加資料を付加したり、省略したりすることも可能です。 

 

（５）報告会＝第４日目 

① 報告会開催 

受診企業に対して簡易企業診断報告書を提出し、内容の説明を実施します。可能なら企業側は

社長だけでなく経営幹部が出席されることが望まれます。準備した内容でプレゼンテーションを

実施し、あくまで企業側に「問題点の気づきを与える」という姿勢で説明を実施します。簡易企

業診断の報告会ですので、こうあるべきだとの高圧的な姿勢よりも、第三者の客観的な視点から

みる判断であることを理解してもらい、納得性の高い内容となるように配慮が必要です。企業側

からの疑問点などの質問には丁寧にこたえ、改善事項に対して実際に実行していく意欲やきっか

けを与えられれば成功といえるでしょう。 

② 今後の対応について討議 

受診企業と、今回の提案事項をどのように受け止め、対応していくかの意見交換を実施します。

今回の簡易企業診断はあくまで提案であり、これらの改善項目に対してどのように対応していく

かは企業側の判断となります。そのため自然な流れで今後の手伝いを依頼されることはよいと思

われますが、決して本格的なコンサルティングや指導を強要したり、受診を前提として話を進め

ることは避けるべきです。 

 

以上が報告会当日の実施手順の説明となります。可能であれば終了後、経営幹部を交えた打ち

上げ会などができればよいでしょう。 

 

（６）留意事項 

なお、上記のプロセスや使用する様式類は標準的な進め方を想定して記載しています。実際に行

う場合は、受診企業のニーズや課題の難易度などを勘案して、診断担当者の判断で適時、追加のフ

ォーマットや分析プロセスを加え柔軟な運営を心がけることで、受診企業の満足度向上に配慮する

必要があります。第３章に「簡易企業診断の実施事例」を掲載していますが、標準的な「簡易企業

診断結果報告書」様式に担当者の判断で適時オリジナルなシートを追加していることに留意くださ

い。 
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２．簡易企業診断のフレームワーク 

以上の簡易企業診断の根幹をなすフレームワークを図示すれば、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．簡易企業診断に使用する書式一覧 

 簡易企業診断に使用する標準的な様式は以下の通りです。 
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第３章 簡易企業診断の実施事例 

１．老人介護施設簡易企業診断 

（１）簡易企業診断実施上の留意点 

今回対象とした事業所は、養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどを主に通所介護支援および

訪問介護サービスを事業運営する「社会福祉法人サンフラワー(仮称)」です。 

① 社会福祉法人の特性 

この分野のビジネスは、有料老人ホームのように利益追求を根底とする企業経営と、社会福祉

法人による公益法人経営、病院と連携した医療系の法人経営などがあり、経営形態の違いにより

その特性が大きく異なります。 

社会福祉法人は、社会福祉法の規定に基づいて設立される法人であり、「公共性が極めて高く、

営利を目的としない」事業を行う民間の法人です。社会福祉法人は、利用者の生活における影響

度の違いから、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分類され、老人介護の施設としては、

ａ：「生活保護法や老人福祉法、介護保険法」などに基づく「養護老人ホーム、特別養護老人ホ

ーム、軽費老人ホーム」と、ｂ：「身体障害者福祉法、知的障害者福祉法」などに基づく「老人

デイサービス事業、老人短期入所施設」などの公益性が高い事業や施設があります。 

「第一種社会福祉事業」とは、主に利用者が入所することにより、生活の大部分をその施設の

中で過ごすため、利用者の保護が必要性な事業です。原則として、国、地方公共団体、社会福祉

法人が経営しています。また、「第二種社会福祉事業」とは、社会福祉の増進に貢献するもので

あって、個人の人権に及ぼす影響のおそれが比較的少ないものであり、経営主体について特に制

限が設けられていません。 

社会福祉法人は、社会福祉事業を目的として行うものであるが、一定の条件を満たした上で、

公益事業、収益事業を行うことが認められています。ただし、収益事業での収益の使途や、当該

事業ごとの資産の分離と、借入金の限度など多くの制約もあります。 

企業経営においては、株主その他から得た資本を使って、利益を獲得することが目的であり、

一般的には利益増加のために、収益に対する費用の削減を図る事業活動を行います。しかし、社

会福祉法人の経営では、非営利の活動が主であり、受け取った資金を使って、事業による受益者

にいかに満足な処遇を提供できるかが目的となります。従って、一般の企業経営と社会福祉法人

経営では、経営の最終目的が違っており、事業運営に当たっては「経営思想」と「会計原則」が

大きく異なるのが特徴です。 

当社会福祉法人が行う事業は、「介護保険制度」を存立の基盤としています。介護保険制度は、

人口の高齢化が進む中、家族介護の限界と、医療・福祉制度の問題などに対して、社会全体で支

えていくしくみとして導入されました。この分野での介護保険の給付と要介護者数は、下記のよ

うに急拡大しているし、していくと予想されており、成長市場と言えます。 
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 介護給付費 要介護者数 

2006年 6.6兆円 460万人

2015年 10兆円 620万人

2025年 17兆円 780万人

この事業は、訪問系、通所系、その他、居宅支援介護、介護保険施設のサービスの組み合わせ

で成り立っています。また、急増する高齢化人口と要介護者の増加に対して、拡大する介護保険

の保険料と給付の安定化を図るため、給付および制度の見直しが行われており、制度改革に合わ

せた経営が要求されます。 

事業の特性としては、提供するサービスに対する満足度判断は、「人間関係の要素が極めて高

いこと」です。従って、利用者の個性・人権・生活リズムなどにおいて個別の要求を満足しなけ

ればならないし、さらに提供者の健康管理や施設内の衛生管理など、絶えず細心の注意を要する

などの特性があります。 

(a) 商品の形がなく目に見えない。 

(b) サービスを必要としている人に対して、人が体と心を使って提供する。 

(c) 供給と消費が同時に進行する。 

(d) 在庫を持てない。 

(e) 社会性、公共性が高い。 

(f) 地域密着、家庭密着で、要求事項が個別に異なる。 

(g) 多数の要員を必要とする。介護福祉士、看護師、支援員、ホームヘルパーなど。 

(h) 医療との連携が必要。 

(i) 職員の健康管理、施設内の衛生管理が極めて重要。 

(j) 要介護、要支援の等級に応じて、提供メニュー、保険給付額が制度上決まっている。 

施設立地の評価も重要な要素となります。すなわち、利用者の利便性、住み良さなどの評価が

異なり好みが分かれます。家族が通うことでの便利さとともに、近所の人に入所を知られたくな

いなど、個別事情も反映されます。 

② 対象企業の特徴と診断の実際 

当法人は、東海地方のZ市にあって、養護老人ホームの創設以来５０年の実績を持つ福祉法人

であり、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを主体として、デイサービス、ショートステイ、

ホームヘルプの５事業部門を運営しています。施設の規模は、中～小の分類に属しており、設備

更新が行われているが長い施設経歴ゆえに老朽化が始まっている部分も見られます。当法人は、

当初の養護老人ホームから特別養護老人ホームへと展開を図ってきたもので、古くから行政と連

携して福祉の一翼を担っており、関係者から高く信頼されています。 

１）事前資料の徴求 
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この診断に当たっては、申込受付とともに書類の提供依頼リストに対し、必要十分な種類と

内容の迅速な提供があり、事前調査をスムーズに実施することができました。 

事前調査においては、当法人の事業計画、各部門の事業費率、財務状態と収支経年推移など

に加え、一般的に論じられている業界の資料等も参考にしながら、当法人の問題点や課題に対

する仮説を立てました。 

２）訪問実施 

当法人を訪問して、経営者インタビューを行いました。理事長との面談においては、あらか

じめ立てておいた仮説を念頭に置きながらポイントを漏らさないように努めました。理事長か

らは高齢であるにもかかわらず、経営理念と経営者の思い、経営の経緯、最近の施設状況など、

貴重な談話を得ることができました。 

幹部との面談においては、理事長の理念の浸透、日常のケアの現場における問題発生と対応

など、当施設の実態が浮かび上がる内容を聴取することができました。 

現場視察においては、ケアの様子、施設の衛生管理など施設としてのキーポイントを具体的

に確認することができました。 

３）報告書作成 

施設訪問後、事前調査による仮説に対して、面談および視察に基づく検討等を加え、報告書

を作成しました。 

あらかじめ依頼しておいた「内部環境分析チェックシート」（資料－７）による自社評価と、

診断者の相違点を見ると、自己評価のほうが上回っているのは、「サービス力」、「サービス開

拓」、「運営管理」、「営業力」、「財務管理」であり、その他は診断者のほうが上回る結果となっ

た。この「内部環境分析チェックシート」の自社評価と診断者評価の相違はまさに、当法人の

問題点とも重なりあうものであり、手法としては有益なものであると確信しました。 

当施設の評価として、誠心誠意で極めて良質のケアを実施していることを高く評価するとと

もに、一層の発展を期待する意図から「普通」と判定し、将来展開に向かっての具体的事業計

画の立案とＰＤＣＡの実施をまとめました。また、企業経営に準じた、経営戦略の立案と実施、

経営目標の設定と管理の必要性を訴える内容としました。 

当法人は、この業界の草分け的存在で、代表者も長年経営に携わっているため、「経営者の

思いや理念」は職員に十分浸透していること、その結果、職員は利用者の人間性を尊重し、個

人的な介護・養護の条件を配慮した上で、誠心誠意のサービスを提供する認識で行動している

こと、サービスを充実させるためのマニュアルも充実しており、定期的な見直しが行われると

ともに、新担当職員に対する周知できる体制が確立されている。その結果、競争時代に入って

も一定の利用者を獲得している等の優れた点がありました。 

しかし、事業計画の具体化など大課題に対し「行動計画（Ｐ）」「実施（Ｄ）」「結果の確認（Ｃ）」
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「修正行動（Ａ）」について日程を決めてＰＤＣＡのサークルを回しているようには見受けら

れなかった。 

また、利用者へのサービスは極めて手厚いが、この特徴を外部に知らせるべく営業活動がほ

とんどなされていないのが現状であり、デイサービスにおいては過去の一時期に比べ利用者は

大幅に減少しており、施設の能力に見合った利用者数の確保も急務である。 

中・長期的に見て、当施設にとって最大の課題は、老朽化しつつある施設の更新と特別養護

老人ホームの増床対策であるが、土地だけは確保しているものの、計画実現に向けての中期計

画、資金計画等の具体的な取り組みに着手していない状況にあった。 

なお、本報告書では、会計原則の相違、および事業内容の制限、社会保険制度の適用基準に

よって決まる報酬金額等の収入での制約があるため、一般企業(株式会社等)の財務諸表に基づ

く経営指標と比較することはできなかった。ある会計ソフト会社から、社会福祉法人の多数デ

ータに基づく「社会福祉法人経営指標」が出版されているようではあるが、入手できなかった

ため、他の法人との比較によるレーダチャートは作成しませんでした。 

４）診断結果報告 

当法人に対して２度目の訪問を行い、理事長及び経営幹部に対し、診断結果報告会を開催し

ました。 

「ＳＷＯＴ分析表」（診断－７（１））に基づき、当法人の強み・弱みを、外部環境である機

会と脅威に照らし合わせて示すとともに、「ＳＷＯＴクロス分析表」（診断－７（２））により、

当法人の「重要成功要因」を示し、取り組むべき課題を提示しました。 

また、今後法人内部でも２～３年に一度程度、定期的にこのような分析手法により、あるべ

き方向性を議論してはどうかとも進言しました。 

診断結果の要旨は、「簡易企業診断結果のまとめ」（診断－８）のとおりですが、経営幹部か

らは、報告内容に関し、質問も出るなど、今後の課題に向かっての職員の問題意識の高さを窺

い知ることができました。 

介護保険制度が2000年度に導入され、2003年度には支援費が制度導入されたことにより、社

会福祉法人も、競争時代に突入したといわれ、利用者本位の取り組みが一層重要になっていま

す。介護保険制度が導入された背景には、国および地方公共団体の財政難という要因があり、

介護保険単価や補助金は引き下げ方向に働く傾向にあります。社会福祉法人にとって、収入と

支出のバランスの均衡を図ることがますます厳しくなることから、以前のような役所感覚での

経営では立ち行かなくなっていることを力説しておきました。 
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（２）簡易企業診断結果報告書 
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（３）簡易企業診断ワーキングシート 
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２．卸売業簡易診断 

（１）簡易企業診断実施上の留意点 

① 卸売業の特性 

１）卸売業全般の現状と今後 

 昭和４０年前後の第１次流通革命のころ、スーパーマーケットの台頭により「問屋無用論」

が叫ばれ、卸売業の中間流通機能が奪われてその数は半減すると予測されていました。このと

きは、我が国における卸売業の存立基盤が世界に比べて強固であり、スーパーマーケットに中

間流通機能の交代を許さず卸売業は減少することなく存続していました。しかし、平成の時代

に入り、巨大流通外資の日本市場への参入や国内大手流通業者の再編、そして何より情報ネッ

トワークの進展や消費構造の変化等の影響を受けて卸売業の存立基盤は大きく揺らいでおり、

平成３年をピークに事業所数は減少し、平成１６年の商業統計では平成３年の８１．３％の状

況となっています。 

 これからの卸売業界は、大手小売業者とメーカーとの直接取引の開始、総合商社やサードパ

ーティ・ロジスティックスによる卸ビジネスへの参入、大手卸売業による業種を超えたＭ＆Ａ

等の進展などの影響を受け、中小卸売業者の経営環境は厳しさを増すばかりです。このような

状況の中、中小卸売業者が生き残っていくためには、旧態依然とした事業形態を根本から見直

し新たな経営スタイルを確立していくことが求められます。 

２）卸売業における簡易企業診断の進め方 

卸売業における簡易企業診断の進め方ですが、基本的には他の業種と同様に第２章簡易企業

診断の流れに基づき進めてください。 

 資料を依頼する際には、会社案内、営業内容や仕入状況が把握できる資料を提出してもらい

「企業規模・特性と管理レベル」（資料－５）で対象企業の取扱品や立地などの企業特性や規

模を確認し位置づけを把握したうえで、資料分析や事前検討に取り組まれることをお勧めしま

す。 

 外部環境分析については、「外部環境分析チェックシート」（資料－６）により、顧客である

小売業の状況や仕入先の状況、海外調達やＰＢ展開、業界の競争や再編状況などをチェックし

てください。内部環境分析については、「内部環境分析チェックシート」（資料－７）により、

業務プロセスとして販売・仕入はもちろんですが在庫管理や物流機能についてのチェックが必

要です。さらに顧客の項目ではリテールサポートに関しても入念なチェックが必要と思われま

す。 

 現場査察を行う際には、「現場査察のポイント」（資料―８）を参考にしていただき現場の状

況を確認してください。特に、倉庫の整理・整頓などの５Ｓレベル、ロケーションや商品の保

管状況、不良在庫の有無などは入念にチェックしてください。また、商品がたくさん保管され
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ているケースが多いので、地震などの災害に備えてラックの固定状況や商品の落下転倒防止策

についてもチェックし、もし十分な対策が講じられていないときはその場で改善するよう提言

してください。（災害等はいつ発生するかわからないので、この件については気づいた時点で

提言しておく必要があると思われます。） 

 経営者ヒアリングでは、経営理念や経営方針等について確認するのはもちろんのことですが、

商品・物流・チャネル・リーテールサポート・ＩＴなどの項目についても、現状認識や今後の

戦略等について確認する必要があると思われます。 

 なお、もし診断対象企業から物流コストを把握したいという診断ニーズがあった場合、社団

法人中小企業診断協会のホームページ（http://www.j-smeca.jp/）のＭｙページ（会員専用）の

ダウンロードページに診断報告書様式集があり、そこの「卸売業」のファイルのなかに物流コ

スト算定の計算フォームが入力されていますので、参考にしていただくとよろしいかと思いま

す。 

② 対象企業の特徴と診断の実際 

 今回、簡易企業診断を実施した企業は自動車部品卸売業で、食料品や日用雑貨と比べると専門

性の高い業種の卸売業です。当然、顧客は町の自動車整備工場であり、安定した取引関係が構築

されている業種です。しかしながら、自動車整備工場を取り巻く環境は、６カ月点検の義務付け

廃止やディーラーの整備事業の強化、景気後退による点検・整備・修理需要の低下など非常に厳

しい状況に置かれています。 

 このような状況の中、当社は長年の事業実績や丁寧な対応で顧客の信頼を得ているものの自動

車整備工場の廃業や売上停滞の影響を受け、昨期は少し盛り返したものの３期続けて営業損失を

計上しています。 

 現在は、経営者、社員４人、パート２人の体制で、社員４人が営業、パートのうち１名が伝票

処理、１名が配送支援に従事しており、経営者が経理や受発注業務などを処理して経営者の本来

の業務である経営管理業務が十分に実施できておらず、その影響や営業担当エリアの再編なども

あり、現状では経営計画の策定、販売計画及び各営業マンの販売目標の設定なども実施されてい

ない状況です。 

１）事前説明と資料の徴求 

 簡易企業診断を実施するにあたり、経営者に面談の上簡易企業診断事業の主旨や目的を説明

し、理解を得たうえで申し込みをいただきました。簡易企業診断に必要となる資料については、

「受診前の徴収資料と使用目的」（資料－２）に基づき説明し、その場で、過去２期分の決算

書を預かることができました。直近の決算書は、決算期直後であったため整備できるまで多少

時間がかかるとのことで他の資料と合わせて経営者ヒアリングの際に受領することしました。 

 また、内部環境分析については、「内部環境分析チェックシート」（資料－７）をメールで送
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付し経営者の視点で評価してもらい、こちらも経営者ヒアリングの際に提示してもらうことに

しました。なお、この面談の際に、企業特性や規模等を把握し、簡易企業診断を進めていくう

えでの判断材料のひとつとしました。 

２）経営者ヒアリングと現場査察 

経営者ヒアリングは２回に分けて実施しております。上述したとおり経営者は日常業務に追

われ多忙であるため営業時間内にヒアリングを実施することが困難であり、経営者の業務が整

理できた時間外に、何とか都合をつけてもらって行うという状況でした。１度目は、企業プロ

フィールの確認、経営者の思いや企業を取り巻く社会・経済環境などをお聞きするとともに内

部環境分析チェックシートや他の資料を提示してもらい内容を確認しました。２度目は、徴求

した資料の疑問点や事前検討内容に基づく検証的な質問、それと現場査察を兼ねた形で行いま

した。現場査察で印象深かったことは、倉庫の整理・整頓が行き届き在庫の保管状態が素晴ら

しかったことです。ただ残念なことにＩＴシステムでの管理レベルが大まかで在庫の状況を十

分に反映できていないとのことでした。なお、現場査察を営業時間外に行ったので、従業員へ

のヒアリングや実際の業務遂行状況等を把握せず、徴収した資料と経営者ヒアリングにより簡

易企業診断を進め、十分な現状分析ができていなかったのではないかと反省しております。し

かし、現在の中小企業の経営実態としては、このような企業も多く、与えられた状況の中でい

かに情報を収集し、いかに正しく現状を把握するかという能力も求められるのではないかと思

います。 

３）事前検討 

入手した資料と１度目の経営者ヒアリングをもとに「企業プロフィール」（診断－１）の作

成や「財務分析データ」（資料－１０）の整理を行いました。財務分析の結果は、３期続けて

営業損失を計上するとともに、債務超過寸前の状態であり脆弱な体質が浮き彫りになっていま

す。 

外部環境分析は、「外部環境分析チェックシート」（資料－６）に基づき検討を加えましたが、

企業の実態に合わすために中項目を変更して分析を行いました。 

内部環境分析では、経営者の評価と大きなズレはありませんでしたが、組織や財務に関する

評価に違いがでました。特に、財務に関しては小項目の違いだけでなく部門評価でも差が表れ

ています。 

４）報告書作成 

外部環境分析、内部環境分析からＳＷＯＴ分析、クロス分析へと展開し重要成功要因を導き

だし、方向性の検討、判定、総合コメントを取りまとめ報告書を作成しました。 

簡易企業診断の結果は、「簡易企業診断結果のまとめ」（診断－８）に記載してあるとおり「要

改善」と判定しています。３期連続の営業損失や経営者の果たすべき役割、あるいは業界を取
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り巻く環境等様々な面で課題があり、今後、安定した企業経営を行っていくために改善事項を

克服し、自らの手で明るい将来を切り開いていく必要があり「要改善」と判定しました。 

５）報告会 

報告書作成後、経営者に対して報告書及び資料をメールで送付し内容を確認してもらうとと

もに、報告会を開催することを打診し、後日、開催することになりました。 

報告会も経営者ヒアリングと同様、営業時間外に経営者に都合をつけてもらって約 1 時間面

談し報告を行いました。 

簡易企業診断の結果については、経営者も日ごろから課題として認識されている点が多く、

改善事項への具体的な取り組み方法等についても意見交換を行うことができました。報告会に

先立ち改善活動に着手された事項もあり、今回の簡易企業診断が企業にとって改善に向けて新

たな一歩をふみだすための意義深いものとなったのではないかと感じております。 
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（２）簡易企業診断結果報告書 
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（３）簡易企業診断ワーキングシート 
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３．旅館業簡易企業診断 

（１）簡易企業診断実施上の留意点 

① 旅館業の特性 

旅館業は、航空業と共に稼働率向上とその平準化が重視される業態です。客室を一晩空室にし

た機会損失を後から取り返すことは絶対にできない。それゆえに、航空業とホテル・旅館業では

早割（早期予約割引）による早めの高稼働率確保、格安料金での直前予約による機会損失回避、

インターネットの積極的活用など、販路（Place）、プライシング（Price）とプロモーション

（Promotion）の3Pを軸とした様々なマーケティング戦略が展開されています。しかし、そのよ

うなマーケティング戦略を積極的に展開しているのは都市圏のビジネスニーズの見込めるホテ

ル業が中心で、三重県内、特に伊勢志摩の旅館業では早割を採用している旅館が見受けられる程

度です。 

旅館業にとって重要な要素は、『食事』・『立地』・『施設』・『サービス』です。『立地』はよほど

の大きな投資をしない限りはいかんともし難く、『施設』の改善にも投資を伴います。短期的な

改善策としては、大きな投資を伴わない『食事』・『サービス』の充実を提案し、中長期的な提案

の中に『施設』を加え、『立地』は基本的には制約条件と考えることとなります。 

業界で利用されている独特の経営指標は以下の通りであり、GOP、ADR、稼働率を宿泊業界三

大指標と呼ぶこともあります。 

◆GOP（Gross Operating Profit／営業粗利益） 

宿泊業界では所有（オーナー）と運営（オペレーター／支配人）が分離されることが珍しく

ない。運営成績を測る指標がGOPであり、一般には『宿泊・料飲・物販・テナント等の部門

別利益合計から、各部門に配賦できない共通の営業費用（人件費等の管理費や水道光熱費等）

を控除した金額』と定義されているが、営業利益に減価償却費を加えたものと考えると理解

し易い。EBITDA（Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization／利払・

税引・償却前利益）に近い。設備投資に伴う『減価償却』、資金調達に伴う『支払利息』、節

税対策の結果としての『税金』はオーナー（所有）の責任であり、運営成績の評価には含め

ないとの考え方から生まれた指標である。 

◆ADR（Average Daily Rate／平均客室販売単価） 

一定期間の宿泊部門の売上高合計（サービス料除く）を同期間に実際に稼働した客室数合計

（空室であった客室は含まない）で除した金額のこと。様々な価格戦略が採用されている宿

泊業界における単価の推移を見る重要な指標である。 

◆稼働率 

客室稼働率と定員稼働率がある。同じ宿泊業でも、ホテルでは多くの客室において定員が1～

2名であるので、定員稼働率ではなく客室稼働率が使用されることが多いが、旅館の場合は客



第３章 簡易企業診断の実施事例 

 

- 42 - 

室の定員も実際の1部屋当たり宿泊人数も様々であるので、実体を見ようとすれば定員稼働率

を使用する必要がある。 

◆RevPAR（Revenue Per Available Room／販売可能客室数当たり宿泊部門売上） 

一定期間の宿泊部門の売上高合計（サービス料除く）を同期間の販売可能客室数合計（空室

であった客室も含む）で除した金額のこと。ADRと客室稼働率の積となり、単価と稼働率と

いうトレードオフの関係にある両者のバランスを図ることで高い値が実現される日常のオペ

レーションにおける総合指標である。 

 

 平成18年度の国際観光旅館連盟（会員数1,306）の調査によると販路別の宿泊人員構成比は下

表の通りです。ここで大規模旅館は客室数100室以上、中規模旅館は同31～99室、小規模旅館は

同30室以下を指します。 

 大規模旅館 中規模旅館 小規模旅館 

旅行代理店業 71.1％ 61.4％ 39.9％ 

インターネット  6.3％ 11.6％ 17.5％ 

直販・その他 22.6％ 27.0％ 42.6％ 

【出典：平成18年度国際観光旅館連盟調査】 

 小規模旅館ほど旅行代理店への依存度が低く、インターネットや直販・その他への依存度が高

い。旅行代理店が団体旅行中心で小規模旅館では受け入れに限界があることや、部屋数が少ない

ので旅行代理店に依存せずともインターネットや直販で稼働率を高められることを表している

と考えられます。また、同調査において平均定員稼働率が41.6％であることも公表されています。 

② 対象企業の特徴と診断の実際 

旅館業の簡易診断の対象は、大規模旅館（客室数100室以上）、中規模旅館（同31～99室）の

場合もあるかと思われるが、数的には圧倒的に多い小規模旅館（同30室以下）を診断するケース

が多いと考え、旧知の家族経営の小規模旅館に打診し、快く簡易企業診断を申し込んでもらった。 

１）申込受付と資料の徴求 

簡易企業診断を開始するに際して、最初に「受診前の徴収資料と使用目的」（資料－２）に

示した資料を企業側に提出してもらうよう依頼しました。診断における加工の容易さを鑑みる

と電子データで受領することが望ましいが、今回の受診企業はデータの電子化がほとんどなさ

れていなかったので、最初の簡単なヒアリングを兼ねて受け取ることになった。資料は可能な

限り準備してもらうことが望ましいが、他の小規模事業者の例に漏れず、小規模旅館でも決算

書以外のデータは整備されていない場合が多いので、該当する資料を入手できない場合は口頭

でのヒアリングにて対応することとなります。今回の受診企業でも資料はあまり整っておらず、
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稼働率等の業界指標からの検証が十分にできなかったことは残念です。旅館業は規模や立地、

ターゲット顧客によりその特性は大きく異なるので、添付のシートはあくまで今回の受診企業

に適したモデルであり、他の旅館業に適応する場合は適宜カスタマイズが必要であると思われ

ます。 

２）資料入手と調査・検討 

入手した資料を分析し、経営課題に関する仮説の構築を行います。今回は、資料を受け取る

と同時に最初の簡単なヒアリングを行ったので、そのヒアリング内容も含めて仮説を構築しま

したが、ヒアリングなしで資料を入手した場合は、資料のみに基づいて仮説を構築します。こ

の際、旅館業の全国的な動向や課題、並びに当該エリア特有の特性を調査し、また「中小企業

の財務指標」中小企業庁編・発行中小企業診断協会などの統計データを参考とします。仮説構

築は重要ですが、強い先入観を持ってヒアリングに臨むことにならないように注意しなければ

なりません。 

旅館業の調査では、市役所などが公表している人口統計などはあまり使えません。市役所が

公表している場合もありますが、都道府県や新聞社などが発表している『入り込み客数』の動

向などを参考にすることになります。日本全体での動向は『観光白書』などで発表されていま

す。しかし、こういったマクロのデータである程度の傾向を把握することはできますが、やは

り重要なのは受診企業自身のミクロのデータです。 

今回の受診企業から入手した決算書によると、直近3期は全て営業赤字であった。売上は直

近の平成19年で約15,600千円、月平均約1,300千円であった。当該旅館の客室数は16室、1部屋

2人を基本とし、1泊2食9,000円を平均客単価とすると、平均稼働率は約15％になります。国際

観光旅館連盟の平成18年度調査によると、同連盟加盟旅館の平均定員稼働率は41.6％である。

当該旅館の定員稼働率は、各客室の定員が2名より多いことを鑑みると上記の15％より更に低

くなり、良好な経営状況ではないと推測されました。 

３）企業訪問・経営者ヒアリング 

前述の仮説を持って企業を訪問し、経営者からヒアリングすることとなります。経営者が忙

しく、経理担当などから部分的に話を聞くことがあるかもしれませんが、それでも必ず経営者

と話す時間を十分に取るべきです。逆に、ヒアリングの時間を取らない経営者であれば、診断

を重視していないということであり、診断結果にも耳を傾けないものと思われるので、診断そ

のものを引き受けるべきではないでしょう。 

旅館業は設備産業であるので、まずは館内を見せてもらうべきです。訪問前には、約束の時

間より少し早めに到着して、周囲を観察しておくことも重要です。館内を見せてもらう際には、

館内の清掃状況、特に厨房、風呂やトイレの清潔さ、従業員の動き、旅館全体が醸し出す雰囲

気などをチェックします。 
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今回、良好な経営状況ではないとの仮説でヒアリングに臨みましたが、足許の業績は回復基

調にありました。その背景には、『1泊2食』が基本であった宿泊プランを『1泊朝食』の和風

B&Bスタイルに切り替えたこと、それに伴い正社員の料理人に対する人件費負担がなくなった

こと、またインターネットの予約サイト等に低価格で掲載することとなったので幅広い客層に

選ばれるようになったことが挙げられます。当該旅館の診断においては、既に自社で取り始め

ていたこの戦略の妥当性を検証することが、診断の中心となりました。 

経営者からのヒアリングが終わり、先方の了解が得られたら従業員からヒアリングすること

も有効です。旅館業もサービス業であり、サービスマーケティングによって顧客の満足度に影

響を及ぼすことができるのは、実際に接客現場で働く従業員に他ならない。従業員がモチベー

ション高く仕事に誇りを持って顧客満足を考えて取り組んでいるか否かが、顧客満足度、引い

てはリピート率に大きな影響を及ぼします。今回の受診企業では、高齢で勤続年数の長いパー

ト社員が多く、必ずしもモチベーションは高くはなかったが、それを経験が補っていると感じ

ました。 

小規模旅館では、会社経理と家計が分離できていないことも少なくない。そのため、決算書

に関する不明点、疑問点に関しては掘り下げてヒアリングする必要があります。経営実態をス

トレートに反映していない場合もあるので慎重なヒアリングが求められます。 

４）報告書のとりまとめ 

資料分析と経営者ヒアリングの結果を報告書にまとめることとなります。診断の当初から報

告書の最終形をイメージし、経営者ヒアリングの段階で決算書などから記入することができる

定量的な情報は予め記入しておくことが望ましいでしょう。決算書から把握できる会計面の課

題は指摘し易いが、それだけでは企業の具体的な改善・改革行動には結び付きにくい。具体的

な行動に結び付くように、定性的な分析も行い、具体的な提案を盛り込む必要があります。 

ツールとして「外部環境分析チェックシート」（資料－６）、「内部環境分析チェックシー

ト」（資料－７）を用い、項目を洗い出す。その上で、「ＳＷＯＴ分析表」（診断－７）を行

い、課題抽出と改善の方向性（重要成功要因）を探る。そして、最終的には「簡易企業診断結

果のまとめ」（診断－８）として文書化します。 

５）報告会開催 

添付の「簡易企業診断結果報告書」を作成し、受診企業に簡易企業診結果報告を行います。

経営者の出席は必須であり、できれば主要な従業員にも参加してもらいたい。従業員に参加し

てもらう場合、経営者のみに報告する第一部と、従業員も加わる第二部に分けることが望まし

いでしょう。今回も役員のみに報告する第一部と、パート社員も加わる第二部に分けました。

パート社員も入ることで、それまで『家業を営む経営者と使用人』という認識であったパート

社員の経営参画意識が高まったように感じられました。これを機会にパート社員にも必要な情
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報は開示し、経営への参画意識を高く維持することを経営者には依頼しました。 

「ＳＷＯＴ分析表」（診断－７）とそこから導き出した「重要成功要因」が、報告書におけ

る提案部分に該当します。企業が最も関心が高いのは、過去の数字ではなく、今後の戦略です。

この解説に最も長い時間をかけ、その場で十分にディスカッションする必要があります。 

簡易企業診断ゆえに、資料分析と一度の訪問のみで報告書作成、報告会となることが多い。

それゆえに、報告会の席で新たな事実が判明したり、報告書の中に明らかな間違いが判明した

りする場合もあります。判明した事実が重大である場合には、報告書を訂正し、改訂版を送付

する必要があります。簡易企業診断では、この報告会で受診企業との関係は一旦終了するので、

簡易企業診断を通じての気付きや学びを長期的に継続してもらえるように印象に残る報告会

にする工夫が必要です。例えば、パワーポイントに作り変えて画像や写真と共に右脳に印象付

けるのも一つの方法でしょう。 
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（２）簡易企業診断結果報告書 
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（３）簡易企業診断 

ワーキングシート 
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４．情報サービス業簡易企業診断 

（１）簡易企業診断実施上の留意点 

① サービス業の特性 

業種に基づく企業分類の仕方としては、製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業が挙げ

られます。中でもサービス業と分類される企業は多種多様であり、数年に及ぶスパンの中では新

しいサービスが次々と誕生しています。 

しかしながら、サービス業として括る以上は何らかの共通項があり、言い換えると、それがサ

ービス業の特性となります。ここで問題となるのはサービス業の特性は何かということですが、

具体的には「生産と消費の同時性」「サービスの個別性」「サービスの無形性」などが挙げられま

す。 

専門的にサービス業を研究するような場合はもっと細かな分類基準が考えられますが、当報告

の趣旨は簡易企業診断技法の確立という観点から、ここでは先の３分類に絞りたいと思います。 

１）生産と消費の同時性 

生産と消費の同時性とは、製造業のように事前に物を生産してから消費（販売）したり、小

売業のように事前に物を在庫してから販売するのではなく、注文を受けたその場で生産（サー

ビスの提供）を行い、同時進行で消費が行われるという特性があります。マッサージ・歯医者・

理容など。言い換えると、在庫（ストック）が出来ず、労働集約的業種の典型です。 

２）サービスの個別性 

サービスの個別性とは、労働集約に起因する品質のバラツキです。「物」の生産であれば、

規格に適合すれば均質な商品の提供が可能ですが、サービスの場合は人が直接生産（サービス

の提供）する特性があり、従業員の能力によってはサービスの品質が安定しません。例えば、

愛想の良いホテルマンと無愛想なホテルマンでは提供するサービスが一見同じでもサービス

の質が異なるのは明らかです。よって、診断の視点としては、サービスの質を如何に安定させ

るかも重要です。 

３）サービスの無形性 

サービスの無形性とは、実際にそのサービスを受けてみないと分からないという特性です。

小売店頭に並んでいる商品であれば消費（購入）する前に手に取ってみればかなりの程度、そ

の商品がもたらす便益は想像できます。特に消費経験が豊富な商品であれば、間違いは少なく

なります。例えば、一見の理容店の店員の腕は実際にサービスを受けてみないと分かりません

し、マッサージ師の腕も同様です。このように、サービスは無形であるが故に診断の際も留意

が必要です。 

未だ消費されていないサービスを如何に魅力的に伝えるか、無形のサービスを如何に具体的

に伝えるかという消費前の視点が要求され、顧客開拓（売上増加）の診断を思案する上で避け
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ては通れません。又、顧客維持（売上維持）の診断を思案する上では、期待以上のサービスが

受けられたか（提供できたか）という観点が非常に重要です。要は一連の流れを踏まえて診断

をするということであり、無形のサービスを魅力的に伝えて、サービスを受けてみたら（消費

してみたら）期待以上の便益が得られたのでリピーターとして固定化する、といった格好に診

断提案する必要があります。 

これを「内部環境分析チェックシート」（資料－７）で表すと「事前期待」「事後評価」とい

う言葉に置き換わります。事前にサービスの良さを伝えて、消費してみたら期待以上の便益が

得られた。その結果、固定客となりつつ口コミで評判が広がるという好循環が理想であり、診

断結果もその方向を目指します。 

② 対象企業の特徴と診断の実際 

今回の受診のお声掛けをした株式会社Ａ社は、携帯電話用ホームページによる無料の情報発信

（地域イベント、災害・自然情報、飲食店紹介、占い、ブログなど）を専門に手掛けており、三

重県内でも希有な存在となっています。因みに、収益源は県内事業者（広告主）からの広告料収

入となっています。 

一般的な小売業やサービス業であれば既に数多の競合が存在し、場合によっては、それらの企

業の動向を把握・分析し、自社の経営に反映させることも可能となります。一方、Ａ社について

は参考となる実在企業の情報も少なく、日々、手探りで事業展開を図っている状態にあります。 

このようなケースでこそ、外部のコンサルタントが幅の広い知見を提供し、企業経営の本質的

な部分に助言を行い、経営の羅針盤として受診企業の永続的な発展に寄与すべき役割を担う必要

があるのではないかと思われます。 

先に、サービス業の特性を３点挙げましたが、今回の対象企業はサービス業でありながらその

何れにも該当しないという特徴を有しています。そういう意味では、大括りでサービス業ですが、

厳密にはサービス業に当てはまらない業種ともいえます。IT 企業という括りで、製造業に近い位

置付けが妥当かもしれません。 

何故ならば、ホームページの生産は予め（ネットで公開する前に）企業で成されて消費と同時

ではなく、ネットを閲覧して得る情報に個別性はなく均質であり、画面という形でサービスが提

供されているからです。とはいうものの、消費者が対象企業に期待するのは「情報」という無形

のものであり、これを如何に有益なものにするかが収益を生む上で非常に重要となります。よっ

て、当技法を応用して同業種の企業を診断する場合は、収益を生める無形の情報が提供できてい

るか、無形の情報の価値を高めることは出来ないかという視点が必要となります。ホームページ

の出来栄えというのは情報の入れ物であり、診断の着眼点がビジュアル的な品質に拘泥しては診

断結果を誤る可能性もあります。よって、ホームページの出来栄えは重要ですが、診断における

絶対条件ではなく必要条件であることを踏まえて、当診断技法を応用することが肝要です。 
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１）資料入手と社長面談 

Ａ社からは事前に財務諸表を頂戴し、経営状況を予め把握した上で、最初の社長面談を社外

にて行いました。特に、Ａ社は創業してから二期間しか経過しておらず、どのような状況にあ

るのか全く想像が付きませんでしたので、事前にある程度の情報を得られたことは、有益な社

長面談を行う上で寄与しました。 

面談と同時に、依頼していた資料「受診前の徴収資料と使用目的」（資料－２）並びに診断

ニーズの確認「診断ニーズ確認表」（資料－３）を行いました。 

診断のニーズとしては、ほぼ手探りで事業を行っている背景も手伝ってか「今後の経営の方

向性について、誤りがないか確認したい」というものでした。 

又、今後の関心事については、今までは余り気にしていなかった「規模の拡大に伴う運転資

金の増大」が挙げられました。これについては、後の診断結果で明らかとなるように他に解決

すべき課題も多く、社長が考える関心事と外部から客観的に考える関心事が相違しています。 

この場合にどちらが本質を突いているかは別にして、結果は勿論重要ですが、異なった視点

を得られること自体にも診断を受けるメリットの一つが挙げられます。 

実際の面談につきましては、「企業プロフィール確認のポイント」（資料－４）に基づいて確

認を進め、全体像の把握に漏れがないように注意して行いました。 

２）事前検討 

入手した資料及び社長面談の結果から「企業プロフィール」（診断－１）の作成を行いまし

た。それと同時に本格的な財務分析「財務分析レーダーチャート」（診断－６）に取りかかり

ました。 

尚、財務諸表を予め頂戴していたことから、社長面談時に財務に関する確認を「財務分析デ

ータ」（資料－１０）によって行ったところ、社長自身が財務に明るくないという思わぬ問題

が明らかとなりました。 

当の財務分析の結果は、成長性を除く各指標の値だけを見ると収益性や健全性の面で特に問

題が山積の状況にあります。但し、Ａ社は創業三期目に入った段階であり、依然アーリーステ

ージにあることから、指標の絶対値に焦点を当てて判断を下すことはミスリーディングに繋が

ります。個別性を考慮に入れた診断が要求される場面でしょう。 

Ａ社に於いては、成長性及び財務改善の可能性が重要なポイントとなり、売上高の急増に伴

って営業黒字化も視野に入っていることから、財務的な診断は重要視していません。 

３）現地訪問（ヒアリング） 

社外での社長面談及び事前検討を行った後に、実際にＡ社を訪問して「外部環境分析チェッ

クシート」（資料－６）、「内部環境分析チェックシート」（資料－７）、「現場査察のポイント」

（資料－８）を用いたヒアリングと査察を行いました。 
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チェックシートについては社長から現況を伺いつつ評価を進め、ポイントについては主観的

な判断を下しました。尚、ポイントの判断結果につきましては、「内部環境分析表」（診断－４）

に反映（内包）されています。 

とかく印象として全体を捉えがちな現場査察では、チェックシートを用いて個別の判断を下

す意義は大きいと思われます。 

４）報告書まとめ 

事前検討及びヒアリング等の結果を踏まえて報告書のまとめを行いました。結論的には、「要

改善」との判定を行いました。詳細は別紙の報告書の通りですが、基本的な判断として、経営

状況は右肩上がりとは言え、直近決算では営業赤字であることに加えて、安定的な経営とする

には課題が多いことも鑑みて「要改善」と位置付けました。 

５）報告会開催 

診断報告書が完成した後に社長宛へメールにて報告書を提出し、現状認識等について齟齬が

ないかを確認してもらうと共に報告会の開催を申し入れたところ、詳しい説明が聞きたいとの

ことから報告会開催の運びとなりました。 

当日は約１時間を割いて社長に対する結果報告を行いました。 

創業以来、駆け足かつ手探りで事業を行ってきて、営業黒字化の目処が付いたタイミングで

客観的な評価が得られたことは非常に有益であったとの評価を頂きました。 
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（２）簡易企業診断結果報告書 
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（３）簡易企業診断ワーキングシート 
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おわりに 

 企業を取り巻く経営環境がグローバル化し、かつ変化の激しい時代にあっては、中小企業でも定

期的に第三者による企業診断を受診し、企業の抱える経営課題と改善の方向性を認識することが従

来にも増して重要となってきています。 

「第三者による企業診断」というと時間もかかり、費用も高額になることから、中小企業では敬

遠されがちでした。そこで、中小企業側にも時間的・金銭的にあまり負担をかけずにできる、「簡

易企業診断ツール」の開発を目指して本事業に取り組みました。 

 今回作成した「続－簡易企業診断マニュアル」が昨年度の「簡易企業診断実施マニュアル」と共

に簡易企業診断実施の際の標準ツールとして位置づけられ、今後の簡易企業診断事業展開の礎（い

しずえ）となり、また長期間にわたり有効に活用されることを執筆者一同願っております。 

最後に、「続－簡易企業診断マニュアル」を作成するにあたり、ご支援・ご協力をいただいた関

係団体並びに関係諸氏に対し厚くお礼を申し上げます。 

 

＜執筆者＞ 

中小企業診断士 澄野 久生（三重県支部）  老人介護施設担当 

中小企業診断士 橋本 大輔（三重県支部）  卸売業担当 

中小企業診断士 三田 泰久（三重県支部）  旅館業担当 

中小企業診断士 吉川 友則（三重県支部）  情報サービス業担当 

中小企業診断士 井上 俊一（三重県支部）  全体編集担当 

 

※ＣＲ-ＲＯＭ版の頒布：各章に掲載されたチェックリスト、ツール類、フォーマット集などをその

まま実践で活用できるよう記載内容を電子データに収録したＣＤ-ＲＯＭ版を別途作成しておりま

す。ご希望の方は三重県支部までお問い合わせください。有料にて頒布させていただきます。 

※また、三重県支部では、平成１８年度マスターセンター補助事業で「診断実践ハンドブック」を

作成し、実践で使える診断プロセス、診断ツール、実施事例集をまとめています。平成１９年度マ

スターセンター補助事業では「簡易企業診断実施マニュアル」を作成しております。当「続－簡易

企業診断実施マニュアル」とあわせてご活用ください。 

お問合せ先：〒514-0004 三重県津市栄町1-891 社団法人中小企業診断協会 三重県支部 

         ＴＥＬ 059-246-5911 E-mail  mie-shindan@poppy.ocn.ne.jp 

 

本資料の一部または全部を事前に許可なく無断で転載、複製することを禁止します。 

また、販売、貸与などに利用することはできません。 


